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平素より、「CHINA IP Newsletter」をご愛読いただきありがとうございます。 

皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ）上海事務所が主催するオンラインセミナーについて、 

以下のとおりご案内いたします。 

 

□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ジェトロ上海主催・オンラインセミナー 

「上海市高級人民法院による知財セミナー」のご案内 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□ 

 

最近、知財訴訟に関連する司法解釈が多数改正されておりますが、当事者が訴状、 

訴訟手続き、証拠保全、文書提出命令などを求める場合において、裁判所とのコミュ 

ニケーションの観点からどのような点に注意すべきでしょうか。また、訴訟において 

技術調査官制度はどの程度活用されているのでしょうか。 

 

今回の知財セミナーでは、そのようなテーマで、上海市高級人民法院と上海市知的財 

産法院の裁判官よりご講演を頂きます。 

 

貴重な機会ですので、ぜひ本セミナーにご参加ください。 

 

                   記 

１．開催概要 

【日期】2021年 2月 26日（金）中国時間 14：00―16：30（日本時間 15：00－17：30） 

【形式】Zoomでのオンライン開催＋オフライン開催（会場：上海国際貿易中心 35階） 

【参加費用】無料 

【言語】日本語、中国語(同時通訳) 

【主催】日本貿易振興機構上海代表処 

【参加者のお申込み】2021 年 2月 10日（水）までに下記リンク先のお申込みフォームに必要 

事項をご入力・送信してお申し込みください。 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/pcs/210226 

※フォーム上で、ご希望の参加方法（オンライン or オフライン）を選択してください。 

※オンラインとオフラインのいずれをご希望の場合も、セミナー開催前に別途、参加方法・詳細 

をメールでご案内致します。 

【定員】オフライン：50名 オンライン：250名 

※定員に達しましたら、締切日前でも募集を締め切らせていただきます。 

※防疫対策により、オフラインでの開催が難しくなった場合は、オンラインでの聴講をお願い 

致します。 

 

２．アジェンダ（中国時間） 

14：00－14：10 開会挨拶 

        日本貿易振興機構上海代表処 所長 水田賢治  

14：10－15：10 「民事訴訟の証拠規則について」 

        上海市高級人民法院 裁判官 陶治氏 

15：10－16：10 「民事訴訟における技術事実の究明について」 

        上海市知的財産法院 裁判官 陳瑤瑤氏 

16：10－16：30 質疑応答 
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３．お問い合わせ 

ジェトロ上海事務所 知識産権・イノベーション部  

担当：天野、王、陳、張 

E-mail：PCS06＠jetro.go.jp 

電話：+86-21-6270-0489(内線 1200） 

 

=============================================================================== 

【配信停止・配信先変更】 

配信停止を希望される場合は、下記の URLにアクセスの上で「Unsubscribe」ボタンを押して下さい。 

配信先を変更したい場合は、配信停止をした上で新たな Eメールアドレスをご登録ください。 

https://www.jetro.go.jp/mail5/u/l?p=tTW_GIj5ntM53_3CF1ZAZAZ 

【ご感想・お問い合わせ】 

本ニュースレターに対するご感想・お問い合わせ等がございましたら下記までご連絡下さい。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）北京事務所知的財産権部 

TEL：+86-10-6528-2781 

E-Mail：pcb-ip@jetro.go.jp 

【著作権】  

本ニュースレターの著作権はジェトロに帰属します。 

本文の内容の無断での転載、再配信、掲示板への掲載等はお断りいたします。 

【免責】 

ジェトロはご提供する情報をできる限り正確にするよう努力しておりますが、提供した情報等正確性

の確認・採否は皆様の責任と判断で行ってください。 

本文を通じて皆様に提供した情報の利用（本文中からリンクされているウェブサイトの利用を含みま

す。）により、不利益を被る事態が生じたとしてもジェトロはその責任を負いません。 
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